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用語の定義 

No 用語 定義 詳細 

1 公契約 区が事業者と締結する契約（指定管理協定含む）  

2 受注者 区と公契約を締結する者  

3 特定公契約 公契約のうち、一定の条件に該当するもの  P4 

4 特定受注者 区と特定公契約を締結する者 P5～11 

5 特定受注関係者 

以下の①～②のいずれかに該当するもの 

①区以外の者から特定公契約に係る業務の一部を請負、又

は受託する者 

②労働者派遣事業として、特定受注者や特定受注関係者に

労働者を派遣する者 

P5～11 

6 特定労働者等 特定公契約に従事する労働者等で、一定条件で該当する方 P12 

7 
特定労働者等 

の申出 

特定労働者等は、賃金等が労働報酬下限額を下回る場合等

は、特定受注者等に申出ができます。 
P13 

8 賃金等 

特定公契約に係る労務の対価で以下の①～②のいずれかに 

該当するもの 

①特定労働者等が、雇用者より得る賃金 

②特定労働者等が、当該請負契約または業務委託契約によ

り得る収入（消費税及び地方消費税に相当する額を除く） 

 

9 
東京都北区 

公契約審議会 

労働報酬下限額の設定その他公契約に関して必要な事項を

調査審議するため、区長の附属機関として設置されます。

審議会委員は、区長が委嘱する事業者団体関係者、労働者

団体関係者及び学識経験者で構成されます。 

審議会は、原則公開の会議となります。審議会の開催情報

や議事概要等は、北区ホームページで公開いたします。 

 

10 労働報酬下限額 

特定受注者及び特定受注関係者は、特定労働者等（最低賃

金法第 7 条に規定する労働者を除く）に対し、労働報酬下

限額以上の賃金等を支払わなければなりません。 

P14 

 

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



労働報酬下限額とは 

労働報酬下限額とは、特定受注者及び特定受注関係者が特定労働者等（最低

賃金法第 7 条に規定する労働者を除く）に対して支払わなければならない賃金

等の下限となる 1 時間当たりの額です。令和 5 年 7 月 1 日以降に締結する契

約及び指定管理協定（基本協定）から適用されます。 

労働報酬下限額は、北区公契約審議会からの答申を踏まえ、区長が年度ごと

に定め、告示します。 
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